
 

 

家 屋 滅 失 届 

 

   年   月   日 

(あて先) 桐 生 市 長  

 

 
届出人 住所(所在地)  

  
氏名(法人名)  

  
電話番号       

  

下記の家屋を滅失しましたので届け出いたします。 

 

所 在 地 桐生市      町   丁目         番 

所 有 者 

住所 (所在地)  

氏名 (法人名)  

滅 失 年 月 日     年    月    日 

滅 失 理 由 １ 取り壊し  ２ 焼失  ３ その他（          ） 

家   屋   の   表   示 

１ 

構 造 
１ 木造 ２ 軽量鉄骨造 ３ 鉄骨造 

４ その他（         ） 
用 途 

１ 住宅 ２ 工場 ３ 倉庫  

４ 物置 ５ その他（    ） 

階 層 
１ 平屋建 

２  階建 
床面積 

１  階   ．  ㎡ 

１階以外   ．  ㎡ 計   ．  ㎡ 

登記の 

有  無 

有 

無 

２ 

構 造 
１ 木造 ２ 軽量鉄骨造 ３ 鉄骨造 

４ その他（         ） 
用 途 

１ 住宅 ２ 工場 ３ 倉庫  

４ 物置 ５ その他（    ） 

階 層 
１ 平屋建 

２  階建 
床面積 

１  階   ．  ㎡ 

１階以外   ．  ㎡ 計   ．  ㎡ 

登記の 

有  無 

有 

無 

３ 

構 造 
１ 木造 ２ 軽量鉄骨造 ３ 鉄骨造 

４ その他（         ） 
用 途 

１ 住宅 ２ 工場 ３ 倉庫  

４ 物置 ５ その他（    ） 

階 層 
１ 平屋建 

２  階建 
床面積 

１  階   ．  ㎡ 

１階以外   ．  ㎡ 計   ．  ㎡ 

登記の 

有  無 

有 

無 

＊ お願い 

１ 固定資産税の賦課期日はその年の１月１日であることから、家屋の取り壊しによる固定

資産税の減額は、原則として翌年度からとなりますのでご了承ください。 

 ２ 家屋を取り壊すことによって宅地の利用状況に変更が生じた場合は、土地に対する住宅

用地の特例の適用が修正されることがありますのでご了承ください。 

 ３ この届は法務局への申請となりませんので、登記してある家屋については必ず滅失登記

をしてください。 


